
○朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例 

平成１８年３月２０日 

条例第１３２号 

改正 平成１８年９月２９日条例第２２０号 

平成２０年３月２６日条例第７号 

平成２０年６月２７日条例第２２号 

平成２６年９月３０日条例第１３号 

平成２６年１２月２４日条例第２３号 

平成２８年３月２３日条例第１２号 

平成２８年７月２９日条例第３１号 

（目的） 

第１条 この条例は、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のな

い児童の心身の健康の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場

合に、自己負担をしなければならない費用を公費で負担する措置を講じ、もって母

子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童の福祉の増進を

図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号。以下「法」という。）第６条第１項に規定する配偶者のない女子であって

１８歳未満の児童（４月２日以降翌年３月３１日までの間に１８歳に達する者

を含む。以下同じ。）を現に扶養しているものをいう。 

（２） 父子家庭の父 法第６条第２項に規定する配偶者のない男子であって１８

歳未満の児童を現に扶養しているものをいう。 

（３） 児童 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている１８歳未満の

児童（６歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある者を除く。以下同じ。）

をいう。 

（４） 父母のない児童 法附則第３条に規定する父母のない児童のうち１８歳未



満の児童をいう。 

（５） 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

オ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

キ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の支給を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童で

あって、次に該当するものとする。 

（１） 朝倉市の区域内に住所を有する者であること。 

（２） 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者

であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除く

ものとする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

（２） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）により医療

支援給付を受けている者 

（３） 母子家庭の母の前年の所得（１月から９月までの間に受ける医療に係る医

療費については、前々年の所得とする。以下同じ。）が児童扶養手当法施行令

（昭和３６年政令第４０５号。以下「施行令」という。）第２条の４第２項に

規定する額以上であるときの当該母子家庭の母及びその児童 

（４） 母子家庭の母の配偶者又は民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第

１項に定める扶養義務者で、その母と生計を一にするものの前年の所得が施行

令第２条の４第８項に規定する額以上であるときの当該母子家庭の母及びその



児童 

（５） 父子家庭の父の前年の所得が施行令第２条の４第２項に規定する額以上で

あるときの当該父子家庭の父及びその児童 

（６） 父子家庭の父の配偶者又は民法第８７７条第１項に定める扶養義務者で、

その父と生計を一にするものの前年の所得が施行令第２条の４第８項に規定す

る額以上であるときの当該父子家庭の父及びその児童 

（７） 父母のない児童を養育する者の配偶者又はその養育者の生計を維持する民

法第８７７条第１項に定めるものの前年の所得が施行令第２条の４第８項に規

定する額以上であるときの当該父母のない児童 

（８） 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第１項第１号ロ若し

くはニの規定に該当し、かつ、母がない児童、同項第２号ロ若しくはニの規定

に該当し、かつ、父がない児童又は施行令第２条の３に規定する児童（以下「父

母が死亡した児童等」という。）を養育する者の前年の所得が施行令第２条の

４第７項に規定する額以上であるときの当該父母が死亡した児童等 

（９） 父母のない児童のうち前号で規定する父母が死亡した児童等を除いた児童

を養育する者の前年の所得が、施行令第２条の４第２項に規定する額以上であ

るときの当該父母のない児童 

３ 前項第３号から第９号までに規定する所得は、施行令第４条第１項及び第２項の

規定により算出した額とする。 

（ひとり親家庭等医療費の支給） 

第４条 朝倉市は、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養

に関する給付が行われた場合において、当該療養に要する費用（以下「医療費」と

いう。）のうち医療保険各法の規定により療養に関する給付を行う全国健康保険協

会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共

済事業団及び後期高齢者医療広域連合（以下「医療保険各法の保険者」と総称する。）

が負担すべき額（医療保険各法以外の法令等により国又は地方公共団体が別に負担

する額がある場合は、これを加えて得た額）が医療費の額に満たないときは、対象

者に対し、その満たない額に相当する額（食事療養標準負担額及び生活療養標準負

担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。）を、ひとり親家庭等医療費



として支給する。ただし、当該ひとり親家庭等医療費のうち、医療機関（薬局を除

く。）ごとに次に規定する額については支給しない。 

（１） 入院の場合 １日につき５００円（ただし、１月につき３，５００円を限

度とする。） 

（２） 前号に規定するもの以外の場合 １月につき８００円（ただし、自己負担

分相当額が８００円に満たない額のときは、当該額） 

２ 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の

診療は、別の医療機関の診療とみなす。 

３ 第１項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により

算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 

（受給資格の認定） 

第５条 ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところに

より、あらかじめ、市長に対し申請をし、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定

を受けなければならない。当該認定を受けた者が毎年１０月１日以降引き続きひと

り親家庭等医療費の支給を受けようとする場合においても、また、同様とする。 

（ひとり親家庭等医療証の交付） 

第６条 市長は、前条の規定に基づき、受給資格の認定を受けた者（以下「受給資格

者」という。）に対し、規則の定めるところにより、ひとり親家庭等医療証を交付

するものとする。 

２ 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例によるひとり親家庭等

医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、ひと

り親家庭等医療証を交付しないものとする。 

（ひとり親家庭等医療証の提出） 

第７条 受給資格者は、規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション

（以下「保険医療機関等」という。）において医療を受けようとするときは、当該

保険医療機関等にひとり親家庭等医療証を提出するものとする。 

（支給の方法） 

第８条 市長は、ひとり親家庭等医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請

求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。 



２ 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対しひとり親家庭等医療費

の支給があったものとみなす。 

３ 市長は、医療保険各法による療養費の支給がなされたときその他市長が第１項の

方法により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対しひと

り親家庭等医療費を支給することができる。 

（届出義務） 

第９条 受給資格者は、氏名、住所その他の規則で定める事項に変更があったときは、

速やかに、市長に届け出なければならない。 

（損害賠償との調整） 

第１０条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、そ

の価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又

は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額を返還させることができ

る。 

（不正利得の返還） 

第１１条 市長は、偽りその他不正の行為によってひとり親家庭等医療費の支給を受

けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部

を返還させることができる。 

（報告等） 

第１２条 市長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、

受給資格者その他関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出、若しくは文書の

提示を求め、又は受給資格者その他関係者に質問若しくは照会させることができる。 

（受給権の保護） 

第１３条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又

は差し押さえることができない。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市母子家庭等医療費の支給に関

する条例（昭和５８年甘木市条例第２０号）、朝倉町母子家庭等医療費の支給に関

する条例（昭和５８年朝倉町条例第１２号）又は杷木町母子家庭等医療費の支給に

関する条例（昭和５８年杷木町条例第１６号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年条例第２２０号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第７号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第２２号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成２０年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行し、改

正後の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第３条第２項第２号の規定は、平成２０年４月１日から適用する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 市長は、施行日前においても、改正後の条例第３条の対象者に係る受給資格の認

定を行い、及び受給資格者に対してひとり親家庭等医療証を交付することができる。 

（経過措置） 

３ 施行日から平成２２年９月３０日までの間に行われる診療分に限り、改正前の朝

倉市母子家庭等医療費の支給に関する条例第２条第４号の規定による受給資格者で

あった一人暮らしの寡婦（施行日以後、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

よる医療を受けることができる者及び前年の所得が児童扶養手当法施行令第２条の

４第２項に規定する額を超える者は除く。）については、引き続き改正後の条例の

対象者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。この場合において、改正後の

条例第４条第１項第１号中「入院の場合 １日につき５００円（ただし、１月につ

き３，５００円を限度とする。）」とあるのは平成２０年１０月１日から平成２１

年９月３０日までの間は、「入院の場合 １月につき１万２，０００円（ただし、

自己負担分相当額が１万２，０００円に満たない額のときは、当該額）」と、平成



２１年１０月１日から平成２２年９月３０日までの間は、「入院の場合 １月につ

き２万４，０００円（ただし、自己負担分相当額が２万４，０００円に満たない額

のときは、当該額）」と、改正後の条例第４条第１項第２号中「前号に規定するも

の以外の場合 １月につき８００円（ただし、自己負担分相当額が８００円に満た

ない額のときは、当該額）」とあるのは平成２０年１０月１日から平成２１年９月

３０日までの間は、「前号に規定するもの以外の場合 １月につき１，０００円（た

だし、自己負担分相当額が１，０００円に満たない額のときは、当該額）」と、平

成２１年１０月１日から平成２２年９月３０日までの間は、「前号に規定するもの

以外の場合 １月につき２，０００円（ただし、自己負担分相当額が２，０００円

に満たない額のときは、当該額）」とする。 

附 則（平成２６年条例第１３号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第３１号） 

 この条例は、平成２８年８月１日から施行する。ただし、第４条第１項の改正規定

については、公布の日から施行する。 

 



○朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則 

平成１８年３月２０日 

規則第７９号 

改正 平成２０年９月２９日規則第７４号 

平成２８年７月２９日規則第４７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例（平成１８年

朝倉市条例第１３２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（受給資格の認定申請の手続） 

第３条 条例第５条の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けよ

うとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、

これを市長に提出しなければならない。ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を

受けた者が、同条後段の規定により、あらためてひとり親家庭等医療費の受給資格

の認定を受けようとする場合においても同様とする。 

（１） 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証 

（２） 条例第３条に規定する対象者であることを証する書類 

（３） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等に

よって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

（ひとり親家庭等医療証の交付等） 

第４条 条例第６条第１項に規定するひとり親家庭等医療証（以下「医療証」という。）

の交付は、市長が交付の可否を審査した上、行うものとする。 

２ 市長は、条例第６条第２項の規定により、医療証の交付をしないものと決定した

ときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。 

（医療証の更新申請等） 

第５条 受給資格者は、毎年８月１日から同月３１日までの間に、ひとり親家庭等医



療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。 

２ 第３条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。 

３ 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長

に返還しなければならない。 

（医療証の再交付） 

第６条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医

療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。 

２ 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えな

ければならない。 

３ 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速

やかに、市長に返還しなければならない。 

（保険医療機関等） 

第７条 条例第７条に規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステー

ション（以下「保険医療機関等」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号の保険医療

機関及び保険薬局並びに同法第８８条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看

護ステーション 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局 

（ひとり親家庭等医療費の請求） 

第８条 保険医療機関等は、条例第８条第１項の規定により、ひとり親家庭等医療費

の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書又

は子障親訪問看護療養費請求書を提出するものとする。 

（ひとり親家庭等医療費の支給申請） 

第９条 受給資格者は、条例第８条第３項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支

給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申

請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係る

ひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の



提出を省略させることができる。 

（ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による申請書が提出された場合においてひとり

親家庭等医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者

に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部

につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。 

（届出事項） 

第１１条 条例第９条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 受給資格者の住所及び氏名 

（２） 被保険者、組合員又は加入者の住所及び氏名 

（３） 保険者 

（４） 保険給付の内容 

（５） 受給資格に関する事項 

（６） その他市長が必要と認める事項 

２ 受給資格者は、条例第９条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親

家庭等医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。 

３ 受給資格者は、条例第３条に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、

ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなけ

ればならない。 

４ 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給理由が第三者の行為によって生じた

ものであるときは、その旨を直ちに、市長に届け出なければならない。 

（受給資格の喪失の特例） 

第１２条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日の翌日に受

給資格を喪失するものとする。 

（１） 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき（婚姻による場合を除く。） 母

子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日 

（２） 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属す

る月の末日 

（３） 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が１８



歳に達したとき 最も早く到来する３月３１日 

（４） 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給

資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受

けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日 

（様式） 

第１３条 この規則の施行に関し必要な文書の様式は、次のとおりとする。 

（１） ひとり親家庭等医療費受給資格（認定・更新）申請書兼台帳 様式第１号 

（２） ひとり親家庭等医療証 様式第２号 

（３） ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第３号 

（４） 子障親医療費請求書（医科、歯科用） 様式第４号 

（５） 子障親医療費請求書（調剤用） 様式第５号 

（６） 子障親訪問看護療養費請求書 様式第６号 

（７） ひとり親家庭等医療費支給申請書 様式第７号 

（８） ひとり親家庭等医療変更届 様式第８号 

（９） ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 様式第９号 

（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年３月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の甘木市

母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則（昭和５８年甘木市規則第１９号）、

朝倉町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則（昭和５８年朝倉町規則第９

号）又は杷木町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則（昭和５８年杷木町

規則第３号）（以下これらを「合併前の規則」という。）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみな

す。 

３ 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された母子家庭等医療証は、



平成１７年度の間に限り、この規則の規定により交付された母子家庭等医療証とみ

なす。 

附 則（平成２０年規則第７４号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成２０年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 市長は、改正後の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則（以

下「改正後の規則」という。）の規定により、朝倉市母子家庭等医療費の支給に関

する条例の一部を改正する条例（平成２０年朝倉市条例第２２号）による受給資格

の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続をすることがで

きる。 

（経過措置） 

３ 施行日から平成２２年９月３０日までの間に行われる診療分に限り、改正前の朝

倉市母子家庭等医療費の支給に関する条例第２条第４号の規定による受給資格者で

あった一人暮らしの寡婦（施行日以後、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）の規定による医療を受けることができる者及び前年の所得が児

童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第２条の４第２項に規定する額

を超える者は除く。）については、改正後の規則の規定を適用する。この場合にお

いて、一人暮らしの寡婦でなくなったとき（婚姻による場合を除く。）は、その日

の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。 

附 則（平成２８年規則第４７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

ただし、次項及び第３項の規定は、平成２８年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日以降においてひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、施行日

前においても、この規則による改正後の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関す

る条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定により、ひとり親家庭等医療費

の受給資格の認定を申請することができる。 



３ 市長は、前項の規定により認定の申請があった場合は、施行日前においても、新

規則の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定及び受給資格者に対す

るひとり親家庭等医療証の交付の手続をすることができる。 

 


